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インフォメーションインフォメーション
■
女
子
職
員
研
修
会

 

群
馬
県
中
央
会

　

本
会
で
は
、
組
合
事
務
局
の
女
子
職

員
の
方
を
対
象
に
し
た
「
女
子
職
員
研

修
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

日　

時　

平
成
30
年
11
月
15
日（
木
）

　
　
　
　

午
前
７
時
15
分
集
合
・
出
発

視
察
先

①
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館

 

（
墨
田
区
横
網
１

－

４

－

１
）

②
東
京
合
羽
橋
商
店
街
振
興
組
合

 

（
台
東
区
松
が
谷
３

－

18

－

２
）

③
株
式
会
社
岩
崎　

合
羽
橋
店
本
館

 

（
台
東
区
西
浅
草
３

－

７

－

６
）

定　

員　

20
名（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
）

参
加
費　

１
０
，
０
０
０
円

　

（
入
場
料
、
体
験
代
、
昼
食
代
含
む
）

※ 

詳
細
は
、
本
会
振
興
課
ま
で
。

■
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
研
修
会

 

（
一
社
）
群
馬
県
食
品
衛
生
協
会

　
（
一
社
）群
馬
県
食
品
衛
生
協
会
は
、

今
後
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
基
づ
く
衛
生
管

理
が
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
、
す

べ
て
の
食
品
等
事
業
者
を
対
象
に
「
小

規
模
事
業
者
向
け 

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
考
え

方
を
取
り
入
れ
た
衛
生
管
理
研
修
」
を

開
催
し
ま
す
。
農
林
水
産
省
の
補
助
事

業
に
よ
り
実
施
す
る
た
め
、
参
加
費
は

無
料
で
す
。

編
集

後
記

◆
酷
暑
だ
っ
た
今
夏
を
過
ぎ
、
よ
う
や
く

秋
ら
し
い
気
温
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
長

雨
も
増
え
、
朝
晩
の
冷
え
も
厳
し
く
な
り
、

ブ
ル
リ
と
震
え
て
目
が
覚
め
た
ら
ま
だ
こ

ん
な
時
間
…
と
い
う
こ
と
も
。

◆
心
身
の
健
康
の
維
持
に
、
十
分
な
眠
り

は
必
要
不
可
欠
で
す
。
今
月
号
で
は
株
式

会
社
プ
レ
ジ
ー
ル
の
「
抱
か
れ
枕
」
を
紹

介
し
ま
し
た
が
、
取
材
の
中
で
、
日
々
の

睡
眠
不
足
が
積
み
重
な
る
「
睡
眠
負
債
」

の
話
も
伺
い
ま
し
た
。
調
べ
に
よ
る
と
、

20
歳
以
上
の
日
本
人
の
約
４
割
が
、
睡
眠

時
間
が
足
り
て
い
な
い
の
だ
と
か
。

◆
そ
の
原
因
に
は
、
日
本
人
の
働
き
過
ぎ

も
関
係
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
の
「
も
の
づ
く
り
白
書
」
で
は
、「
働

き
方
改
革
」
の
推
進
や
、Ｉ
Ｔ
・
Ｉ
ｏ
Ｔ
・

Ａ
Ｉ
の
活
用
で
人
手
不
足
を
解
消
と
い
っ

た
事
例
が
目
立
ち
ま
し
た
。
私
自
身
、
新

し
い
も
の
に
は
抵
抗
を
抱
き
が
ち
で
す
が
、

時
代
の
潮
流
に
逆
ら
わ
な
い
こ
と
も
必
要

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

◆
そ
ん
な
中
、
８
月
末
で
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
「
セ
ー
ブ
オ
ン
」
の
全
店
舗
が

閉
店
し
、「
ロ
ー
ソ
ン
」
へ
切
り
替
わ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
時
代
の
流
れ

と
は
い
え
、
寂
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

◆
し
か
し
、
一
部
の
店
舗
で
は
、
県
民
の

ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
「
焼
き
ま
ん
じ
ゅ
う
」
の

販
売
を
継
続
予
定
と
の
こ
と
。
こ
の
英
断

に
、
新
た
な
も
の
を
取
り
入
れ
る
と
同
時

に
、
何
を
残
す
の
か
を
考
え
る
こ
と
も
、

重
要
で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。 

（
Ｙ
．
Ｔ
）

金
融
相
談
所
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

◆
商
工
中
金
前
橋
支
店

　
　

・
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

◆
太
田
商
工
会
議
所

　
　

10
月
17
日

　
　

・
午
後
１
時
〜
午
後
２
時

日　

時　

平
成
30
年
11
月
28
日（
水
）

　
　
　
　

午
後
１
時
〜
午
後
５
時

会　

場　

高
崎
市
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
（
高
崎
市
高
松
町
５

－

28
）

定　

員　

１
０
０
名

　
　
　
　
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
）

※ 

詳
細
は
、（
一
社
）
群
馬
県
食
品
衛
生

協
会
ま
で
。

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
２
７

－

２
４
３

－

２
３
０
０

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
２
７

－

２
４
３

－
２
４
０
０

■
群
馬
県
の
最
低
賃
金
改
正
に
つ
い
て

 

群
馬
労
働
局

　

群
馬
県
最
低
賃
金
（
地
域
別
最
低

賃
金
）
は
、
時
間
額
７
８
３
円
か
ら

８
０
９
円
に
改
正
さ
れ
、
平
成
30
年
10

月
６
日
に
発
効
し
ま
す
。

　

最
低
賃
金
の
対
象
と
な
る
賃
金
に
は
、

臨
時
ま
た
は
１
月
を
超
え
る
期
間
ご
と

に
支
払
わ
れ
る
賃
金
、
時
間
外
・
休

日
・
深
夜
労
働
の
割
増
賃
金
、
精
皆
勤

手
当
、
通
勤
手
当
及
び
家
族
手
当
は
算

入
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

群
馬
県
最
低
賃
金
は
、
群
馬
県
内
の

事
業
場
で
働
く
す
べ
て
の
労
働
者
と
そ

の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

特
定
の
製
造
業
に
つ
い
て
は
、
群
馬
県

最
低
賃
金
よ
り
時
間
額
が
高
い
特
定

（
産
業
別
）
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

※
詳
細
は
、

　

群
馬
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
２
７

－

８
９
６

－

４
７
３
７

　

 

ま
た
は
県
内
の
労
働
基
準
監
督
署
へ

お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
群
馬

労
働
局
の
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

必ずチェック最低賃金
　　　使用者も　労働者も

群馬県最低賃金は

時間額　８０９　円に

平成30年10月６日より改正


